
○ 所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年11月に農業委員会の探索・公示手続を経て、農地バンクへの
利用権設定できる仕組みを創設。

〇 さらに、令和５年４月から

① 農地バンクの利用権の設定期間の上限を20年から40年に引上げ

② 農業委員会による不明所有者の探索後の公示期間を６か月から２か月に短縮

所有者不明農地制度の概要

■ 相続人が一人も判明していないとき → 農地法

■ 相続人が一人でも判明しているとき → 農地バンク法
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農地を
借りたい旨

の申出

知事の裁定・公告
（農地バンクへ利
用権設定）

①所有者の探索
（探索の範囲を配偶者と子に限定）
②所有者不明農地の公示（２か月）

利用権設定の裁定を申請

利用権設定
（最大40年）

利用権設定
（最大40年）

③公示後、申し出がない場合は
農地バンクへ通知

農地を
貸したい旨

の申出

残りの相続人
の探索要請

①共有者の探索
（探索の範囲を配偶者と子に限定）

②共有者不明農地の1/2以上の共有者
が判明していないときは、判明して
いる共有者の同意を得て、農用地利
用集積等促進計画等を公示（２か月）

農地バンク
計画の認可

申請

知事が農地
バンク計画
を認可・公告

利用権設定
（最大40年）

利用権設定
（最大40年）

③公示後、異議がない場合は計画
に同意したものとみなし、農地
バンクへ通知
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